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ベンチャーデット※に関する取組状況
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○ 2024事務年度 金融行政方針（2024年８月公表、抜粋）
Ⅰ．金融のメカニズムを通じて持続的な経済成長に貢献する

 １．資産運用立国に向けた着実な進展等
（７）スタートアップへの成長資金の供給等と運用対象の多様化

ベンチャーデットの拡大に向け、海外調査を踏まえ、金融機関による新たな審査
目線の構築や専門人材の育成・確保を促す。

○ 2023事務年度 金融行政方針（2023年８月公表、抜粋）
Ⅱ．社会課題解決と経済成長を両立させる金融システムを構築する

 ２．金融資本市場の活性化
（１）スタートアップ等の成長を促すための資本市場の機能強化

融資を含むスタートアップヘの資金供給やその他支援の状況について、銀行等の
モニタリングを通じ、機動的に確認し、フォローする。特にベンチャーデットに
ついては、レイターステージのベンチャー企業を更に成長させ、機関投資家も参入
可能な大型ＩＰＯにつなげる等の観点からも重要である。そのため、金融機関の審査
実務に新たな審査目線等を構築する取組を促進、支援する。

※ ベンチャー企業に対する融資。当該企業の将来キャッシュフロー等に着目した融資であり、通常の企業に対する融資よりも高い金利
が設定されることが一般的。




